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研究成果の概要（和文）：90年代以降、日本では「地方分権」が主張され、継続的に改革が行われている。本研
究は、このような現代的問題を踏まえ「地方自治」を、ドイツ公法学における地方自治をめぐる議論を参考とし
て体系的に検討するものである。その際、議会による決定の一つである「立法」による地方自治の具体化に注目
し、国の議会が地方自治についてどのように決定できるのか、またその限界はどこにあるのか、換言すると、憲
法が保障する「地方自治」が立法にとってどのような役割を果たすのか、を検討とした。暫定的ではあるが、地
方自治体の「権限とその執行の維持・確保」、および「最低限の存続」という観点が得られ、そこから検討を進
めた。

研究成果の概要（英文）：In contemporary Japan, especially from 90’s, the “Local Autonomy”is 
reformed continuously. The aim of this research is to acquire systematically the problems on the 
Local Autonomy in light of parliamentary control, especially legislative function of national Diet, 
compared with German Public Law. Then the realization of Local Autonomy by the national legislation,
 a means of control by the State on the Local governments, is the most important point for this 
research. Concretely; which roll does the Local Autonomy, which is guaranteed by the Japanese 
Constitution, play, if the legislative organ reforms the law and makes new one? That is: Local 
Autonomy as criteria or limitations of national legislation. From German Public Law the two points 
clarified, first “maintenance of the competence and its execution” and second “minimum of the 
existence” of the Local governments.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 
（１）研究の実務的背景 

 

 バブル経済が崩壊し、低迷期を迎えた１９

９０年代以降、統治機構のあらゆる分野で改

革が推し進められた。このような改革の中で

も、地方自治は、平成５年に、衆参両院が、

「地方分権の推進に関する決議」を可決し、

第一次分権改革が始まって以降、２０１６年

５月には第６次分権一括法が制定され、今日

もなお改革の只中にある。 

一方で、分権改革は、このように継続的に

進められている。しかし他方で、首都圏では、

「東京一極集中」とその是正が叫ばれている

が、山間部や農村部では「少子高齢化」と「過

疎化」といった人口の変動が、首都圏とそれ

以外の差をもたらし、このことによって「地

方自治」の機能不全といってよい現象が、地

方都市では起こっている（本研究開始後に起

きた問題ではあるが、市町村議会の解散の提

案が取り沙汰され、社会の関心を集めた）。 

 

（２）研究の学術的背景 

 

政治‐社会における地方自治・地方分権へ

の注目とは対照的に、日本の公法学では、「地

方自治」の研究はこれまで低調であった。と

りわけ、憲法学による地方自治の取り扱いは、

必ずしも大きいものではなかった。また、国

の立法（府）と地方自治の関係は、戦後すぐ

から認識されていたが、十分に研究されてこ

なかった。また、上記のような地方分権は、

法律によって改革されている。そのため、９

０年代以降、「法律と地方自治」の関係につ

いて、指摘されてきたものの、やはり十分な

検討は多くはなかった。これまでの議論では、

国の立法と地方自治の関係は、たとえば条例

の範囲で、その関係が検討されるにとどまっ

ている。 

 

（３）これまでの研究との関連 

  

これまでの研究では、公法学で用いられる

「コントロール」の概念に注目し、ドイツ公

法における議論を検討してきた。その中で、

今日のドイツでは、「コントロール」は、「基

準‐対象‐比較」と概念定義され、国家が行

う「決定」に必ず付従し、たとえば Plan – Do 

–See のように「決定」が「プロセス」として

理解される場合、「コントロール」はそれぞ

れの段階でなされるため、「決定」と同様に

「プロセス」と理解される(「コントロールの

プロセス化」)。このような「プロセス化」に

よって、国家活動をミクロのレヴェルで法的

に検討することが可能となった。このような

コントロールの概念から、国の議会（以下、

「議会」）の主要な機能と従来されてきた議

会によるコントロールを再検討した。 

 

（４）以上のことから生じる研究の対象 

 

 以上で説明した、実務的背景、学術的背景、

およびこれまでの研究との関連から、本研究

の対象は、「地方自治と議会の関係」とした。

その際、議会は、地方自治に関して、何をど

のように決定することができるのか、を中心

的なテーマとした。 
 
２．研究の目的 

 

（１）本研究の最終目標 

 

「憲法は、議会の活動にとってどのような

機能を有するのか」、換言すると、「憲法は、

議会の活動にとってどのような基準・指針と

なるのか」、あるいは、「憲法は、議会の活動

にどのような限界を引くのか」、この問いを

検討するのが、本研究の最終目標である。 

 

 



（２）本研究の目的 

 

しかし、上述の最終目標は、いくつかの個

別研究から達成されるものである。そこで、

本研究の目的は、個別研究のうちから、「地

方自治」をテーマとするものである。上述の

背景との関連から、本研究の目的を明確化す

ると、以下の通りとなる。議会が、社会の変

化に合わせて、既存の地方自治制度を改革す

ること、また社会的な関心を集めている地方

自治の問題を取り上げ、検討することは、そ

れ自体批判や否定されるべきことではない。

しかし、憲法が地方自治を規定していること

が、議会の決定（活動）のどのような基準と

なり、またどのように議会の決定（活動）を

限界づけるのか、を明らかにするのが、本研

究の目的である。 

 

３．研究の方法 

 

本研究の方法としては、以下の二つの方法

を採用した。（１）日本の議論の再検討、（２）

ドイツとの比較 

 

（１）日本における従来の議論の再検討 

  

学術的背景で上述したように、政治的・社

会的な注目に反して、日本の公法学では、「地

方自治」というテーマそれ自体が、必ずしも

活発に検討されてこず、低調なものであった。

そこで、「地方自治」というテーマを、日本

の公法学が、これまでどのように取り扱って

きたのか、また、これまでの議論の取り扱い

のどこに低調であった原因があるのか、を探

る方法を採用した。このような再検討にあた

って、中心的な観点を「地方自治と議会」に

おき、これまでの議論で、このような観点が

どのように取り扱われてきたのかを検討し

た。 

 

（２）ドイツ法の検討・比較 

 

以上で検討した日本の従来の議論を相対

化するために、ドイツ法における「地方自治

と議会」に関する議論を整理・精査し、日本

の議論と比較した。また、ドイツ法の検討の

精度を高めるために、研究費を受給している

間に、ドイツで文献の収集、および専門家の

意見を聴取し、意見交換を行った。 

 

４．研究の成果 

 

（１）日本における従来の議論の再検討 

 

 平成２９年度は、日本の従来の議論を再検

討した。戦後直後から、地方自治と議会との

関係が、問題となっていた。しかし、憲法が

規定する「地方自治の本旨」の法的性質（固

有権説、国家伝来説）が中心的な論点となっ

ていた。それに対して、地方自治に関する現

在の議論の基盤となっている通説（制度的保

障説）が、丹念な比較法的な考察によって形

成されたのは、「ニュー・セントラリゼーシ

ョン」が問題となっていた１９６０年代の議

論である。つまり、国が地方自治体の権限を

奪い取り、中央集権化を強化することが問題

とされていた時代の概念枠組みでなされた

ものであった。それゆえ、今日の「地方分権」

というテーマに必ずしも対応していない（こ

の点を明確に指摘するものとして、人見剛

「分権社会における『民意』の制度化」『公

法研究』７９号２８頁）。もっとも、この６

０年代の議論に今日の「地方分権」の問題を

解く鍵がなかったわけではない。つまり、当

時の西ドイツの議論から、地方自治体への

「事務の過剰負担」の禁止への言及があった。

また、今日でも「地方自治の本旨」の内容と

される「住民自治」と「団体自治」について

は、その暫定性が指摘されていた。 

 



（２）ドイツ法の検討 

 

 平成３０年度は、ドイツ法における議論の

検討を行った。前年度の日本法の再検討で得

られた①「事務の過剰負担」の禁止、②「地

方自治」の内容の暫定性、という二つの観点

から、ドイツ公法学における「地方自治」を

めぐる議論を検討した。 

 

①「事務の過剰負担」の禁止 

 

 ドイツの憲法である基本法は、２８条で地

方自治を保障している。２８条の地方自治を

めぐる議論については、１９６０年代の比較

法的な考察において丹念に日本に紹介され

ており、ドイツにおける地方自治をめぐる議

論の内容の基本線については今日でもそれ

ほど変わっていない。２８条の保護する内容

としては、「国の措置に対する任務の存続の

保護」と「国の措置に対する自己責任の保護」

である。 

しかし、「国の措置に対する任務の存続の

保護」の内容を構成する要素として、「全権

限性（Allzuständigkeit）の原理」および「任

務の収奪からの保護」と並んで、「任務の過

剰委譲からの保護」が挙げられている。つま

り、国が、地方自治体の処理能力を超える事

務を地方自治体に委譲し、負担させることか

ら地方自治体が保護されている。このことは、

ドイツでは、地方自治保障の内容の一つとさ

れていた。その根拠は、国は、その観点で選

別した権限を委譲するのであり、それが多く

なればなるほど地方自治体の自主決定権を

縮減し、地方自治を侵害する可能性が高まる

からである。それゆえ、国と地方自治体の間

の任務の適正な負担が要請される。 

このことを財政面で支えるのが、ドイツの

すべての州の憲法で規定されている「牽連性

原理（Konnexitätsprinzip）」である。「新た

な」任務を地方自治体に移譲する場合、州は、

このような任務処理にかかる財源を確保し

なければならないとする原理である。しかし、

この原理については、日本でも注目され、紹

介されているが、州憲法の規定の仕方や運用

をめぐって、それぞれの州で憲法訴訟が相次

ぎ、州間でも千差万別であることが確認され

た。そのため、参考となるとしても、慎重に

取り扱うべきものであることが明らかにな

った。 

 

②「地方自治」の内容の暫定性 

 

 日本の現在の通説の起源であるドイツで

は、地方自治の保障を「制度体保障」と今日

でも理解されており、連邦憲法裁判所も採用

しており、確立した見解となっている。しか

し、今日では、地方自治を「制度体保障」と

理解する見解については、慣例的な言い回し

となっており、その有用性に疑義が呈されつ

つあることが確認された。それに対して、ド

イツの裁判実務・学説では、地方自治の内容

については、地方自治体の「権限の維持、お

よびその執行の確保」、さらには「最低限の

存続（Existanzminimum）」に重点が向けら

れており、議論が積み重ねられてきた。その

結果として、確かにドイツにおいても「住民

自治」と「団体自治」に類するような「地方

自治」の（理念に関する）議論はあるが、「地

方自治」の内容については、実務的に検討さ

れていることが明らかとなった。 

 

③その他の点 

 

 連邦と州の関係について、特に立法権限の

観点から検討した。しかし、５２回憲法改正

（２００６年）における第一次連邦制改革、

および５７回憲法改正（２００９年）におけ

る第二次連邦制改革によって、基本法の連邦

制改革が進むにつれて、州議会の立法権限の

縮小が認められている。 



（３）日本法との比較――得られた成果 

 

「地方自治」を実効化するためにも、「地

方自治の本旨」の暫定的な内容である「住民

自治」や「団体自治」という理念的な概念か

らではなく、地方自治体の「権限の維持・確

保」や「最低限の存続」というより実践的な

観点から、憲法の「地方自治」を再検討した。

暫定的な結論ではあるが、以下のように示す

ことができる。 

まず、「権限の維持、およびその執行の確

保」という観点からは、現在の「地方分権」

改革において、地方自治体の「権限の維持、

およびその執行の確保」が、議会の活動の基

準となり、議会はそれを損ねるような過剰な

権限移譲を法律で定めることは許されない

ことになる（牽連性原理については慎重であ

るべきであるが、財政措置については問題と

なる）。 

次に、「最低限の存続」という観点からは、

地方自治体が地方自治体として存続してい

くためには、地方自治体「最低限の存続」を

確保できるように、議会は法律を制定しなけ

ればならない（当然のことながら、「最低限

の存続」のためには、財政措置が重要となる）。 

 

（４）残された課題 

 

 ドイツにおいても、人口の異動から地方自

治の機能不全ともいえる現象が起きている。

このようなアクチュアルな問題について、原

因や対策を十分に検討できなかった。それゆ

え、このような日独に共通する現象について、

ドイツにおける原因と対策を検討し、日本の

問題を考える手掛かりにすることが、本研究

の発展・応用として今後の課題である。 

 また、財政措置については、「牽連性原理」

を含め、財政法（学）、財政学との関連の下

でさらなる検討が必要であり、このことにつ

いても今後の課題である。 

 また、本研究の内容について、論攷として

まとめることが、直近の課題である。 
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